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いじめ対策について
令和７年度第２回三重県総合教育会議
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本県の現状（※国公私立学校）

いじめの認知件数（国公私立学校）の推移 いじめの重大事態の発生件数（国公私立学校）の推移

■令和６年度の三重県（国公私立学校）のいじめの認知
件数は6,142件で、令和５年度と比較すると減少した
ものの、現在のいじめの定義になった平成25年度以
降、過去２番目に多くなっている。

■令和６年度の三重県（国公私立学校）のいじめの重大
事態の発生件数は22件となっている。
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本県の現状と課題（※公立の小中学校、高等学校、特別支援学校）

いじめの認知件数（令和６年度）６,０２６件

いじめの重大事態の発生件数（令和６年度）２０件
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■社会環境が多様化、複雑化する
中で、保護者や地域からの過剰
な苦情や不当な要求等、学校だ
けでは解決が難しい事案につい
て、学校運営上の大きな課題と
の認識が強まっている。

■犯罪行為として取り扱われるべ
きいじめや、関わった児童生徒が
さまざまな背景を有していたり、
特別な配慮を要する場合など、
学校だけで対応に当たることが
困難な事案に対し、専門家との連
携により、早期対応が求められて
いる。

学校がいじめの対応でむずかしさを感じていることいじめの認知件数と重大事態の発生件数（R6）

法や心理等の専門家との連携が必須

特にない
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今後のいじめの対策について

専門家との連携

R8年度

• 学校問題ADR（裁判外紛争解決手続）の導入
• 学校と保護者に対して中立的な立場で双方の話を聴いて解決策を探り、学校と保護者の信頼関係の再
構築を図ろうとする制度。

R9年度

• いじめ対策専門チーム（仮称）の設置
• 「いじめ対応情報管理システム」を活用して、学校が認知したいじめの早期対応と深刻化の防止を図るた
めに、学校に対し支援を行う。

• 児童生徒や保護者からのいじめに関する相談に対応するとともに、当該児童生徒が在籍する学校や市
町等教育委員会に助言や研修を行う。

紛争解決

早期対応・深刻化防止

● 令和９年度の設置に向け、令和８年度中に制度を整えるとともに、有識者からの助言をふまえ「専門職」に適し
た人材と、予算の確保を進める。

● 学校現場の困り感を受け、事前に三重弁護士会と協議を重ねていたため、今年度を試行期間とし、令和８年度
から導入していく。

三重県教育委員会事務局
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「学校問題ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）」の導入
紛争解決

「ＡＤＲ」⇒Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｄｉｓｐｕｔｅ Ｒｅｓｏｌｕtｉｏｎ

児童生徒および保護者

県立学校

学校問題

紛争

相談

ADR委員

■心理士（ＳＣ等）
■社会福祉士（SSW等）
■学識経験者
■学校管理職経験者
■アドボケイト
■非行や問題行動の専門家

※事案に応じて３人（弁護士＋２人）で、
聴き取りおよび仲裁案の作成

ＡＤＲコーディネーター

三重弁護士会所属
弁護士（３人）

事案の検討

・受理の判断
・委員の招集

（６人程度）

依頼

解決困難な事案

三
重
県
教
育
委
員
会
事
務
局
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学
校
問
題
解
決
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た
め
の
相
談
窓
口

■
事
案
に
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言
・
支
援
・指
導

学校問題ADR委員会
（事務局内に設置 ９～１０人）

仲裁案の提案

三重県教育委員会事務局
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「学校問題ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）」の導入
期待される効果と導入時の留意点

〇学校問題ＡＤＲの導入により、教員が教育に取り組む時間が確保できるなど負担軽減

につながる。

〇保護者にとって、学校以外の専門家に意見を伝える機会につながる。

〇学校と保護者の対立が深刻化する前に専門家が第三者的立場で合意形成を図ること

により信頼関係の再構築につながる。

□質を担保する仕組みが必要。人選や取り扱いフロー、評価方法や数年後に再検討する

仕組みを構築するとよい。

□学校問題ADRの活用に適した事案は、完全な対立関係のものではなく、発展的な解

消が期待できるものがよい。

□学校が学校問題ＡＤＲに過剰に依存し、保護者との対話がおろそかになるなど、信頼

関係を構築する努力を怠ることがあってはならない。

【期待される効果】

【導入時の留意点】

三重県教育委員会事務局
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「いじめ対策専門チーム（仮称） 」の設置
早期対応・深刻化防止

知事部局
子ども福祉部・医療保健部・政策企画部等

【いじめ対策専門チーム】（仮称）

・県立高校管理職経験者（１名）
・心理の専門人材（２名）

・県立学校（７４校）
・小中学校（４９２校）
・市町等教育委員会（２９市町）

学 校

児童・生徒
保護者 相談・支援要請

対応に係る助言・
研修等の支援

いじめ問題

県教育委員会

※「いじめ問題対応サポーター」を強化
するイメージ

県教育委員会に常設

各種相談窓口
（いじめ電話相談・ＳＮＳ相談等）

いじめ対応情報管理システムの活用
（県内で発生したいじめの状況を把握）

三重県教育委員会事務局
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「いじめ対策専門チーム（仮称）」の設置
期待される効果と設置時の留意点

〇学校と保護者が相互不信・対立関係に陥る前にチームが介入することで効果的な学

校の組織的な対応につながる。

〇子どものいじめ問題に悩む保護者の心のよりどころになり、学校や家庭の安心感に   
   つながる。
〇専門家から第三者的立場で適切な助言をもらえることで、学校・保護者双方の冷静

な判断につながる。
〇チームの介入により、いじめ防止対策推進法の趣旨を理解した対応につながる。

□人選にあたっては、教育・心理のライセンスの保持だけでなく、「生徒指導提要」や法、

ガイドラインの理解、いじめ対応の経験など複数の基準を設けた方がよい。

□学校だけでは対応できない事案に対して、専門家からの知見は、深刻化防止の点で

有効ではあるが、チームが対応する範囲を決めておく必要がある。

□質を担保した継続をしていくために、運営に関して基準を明確にしておくとよい。

【期待される効果】

【設置時の留意点】

三重県教育委員会事務局
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いじめの対策

発達支持的生徒指導

課題未然防止教育

課題早期発見対応

困難課題対応的生徒指導

課題予防的生徒指導

いじめの解消に向けた組織的な指導・援助（いじめ防止
対策組織による被害児童生徒ケア、加害児童生徒指導、
関係修復等）

いじめの予兆の発見と迅速な対処（アンケート、面
談、健康観察等）による気付きと被害児童生徒の安
全確保等

道徳や学級・ホームルーム活動等における
児童生徒主体のいじめ防止の取組の実施

児童生徒が「多様性を認め、人権侵害をし
ない人」に育つような人権教育や市民性教
育を通じた働きかけ

（いじめアンケート、日記や生活ノート、家庭訪問、
教育相談等）

（いじめ防止授業、情報モラル教育、児童生徒
 主体の取組）

（声掛け、励まし、対話、道徳教育・人権教育等）

いじめ対応の重層的支援構造【引用：生徒指導提要 文部科学省令和4年12月】

・いじめ対策専門チーム（R9年度）

※いじめの専門職として任用
（心理の専門人材である２名は、心理の
 専門職として任用）

・学校問題ADR（R8年度）

※令和７年度の対象となる事案
数に基づき、学校問題ADRを
活用する事案を５件と想定。

※研修による未然防止対応を推進

三重県教育委員会事務局
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いじめ防止の取組状況
区分 公立学校関係 （参考）国立・私立関係

未然
防止

・学校いじめ防止基本方針を年度初め等に児童生徒・保護者に説明

・いじめの防止に向けた主体的かつ自主的な行動ができる力を育む活動

・道徳教育や人権教育など学校教育活動全体を通じたいじめをなくすための取組

・情報モラル教育の推進

・弁護士によるいじめ予防授業など専門人材を活用した取組

・レジリエンス教育の推進

・いじめ予防につながる授業の実践 など

・各学校において必要と判断した取組を実施

・文部科学省、県教育委員会の取組等を通知、情報提供 【私立独自取組】

早期
発見

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教育相談員による相談や、

 心のケア

・SNS相談や２４時間体制の電話相談の実施

・いじめに対応する教職員への研修の実施

・いじめ問題対応サポーターによる学校訪問・相談 【公立独自取組】 など

・各学校において必要と判断した取組を実施

・教育相談、公立の研修教材提供【私立独自取組】

・生徒指導担当教員等を対象とした勉強会やワークショップの開催

私立学校いじめ防止対策支援員による学校からの相談対応

【R8新規・私立独自取組】

・左記のＳＮＳ相談や24時間体制の電話相談は国・私立の児童生徒等も相談可能

早期
対応

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる助言・支援

・弁護士等による助言・支援

・いじめ対応情報管理システムを活用した事案分析、助言、支援 【公立独自取組】

・犯罪に相当する場合の警察との連携 など

・各学校において必要と判断した取組を実施

・私立学校にいじめ事案概要報告書（月報）の提出を依頼、必要に応じて助言
【私立独自取組】

普及
啓発

・ピンクシャツ運動

・「ＳＴＯＰ！いじめ」ポータルサイトによるいじめ防止の啓発

・いじめ防止対応サポーターとの連携による啓発 など

・各学校において必要と判断した取組を実施

・国公私立を問わず、県内の学校を対象に、いじめ防止動画コンテストを実施

三重県教育委員会事務局
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いじめ対応について
いじめ対応情報管理システム

【市町等教育委員会】

•情報共有

•報告と承認

【県教育委員会】

•情報共有

•報告と承認

いじめの
発生

いじめ対応情報管理
システムに入力

【公立学校】

認知

〇学校が認知したいじめに係る情報を、認知後速やかにシステムに入力することで、学校と教育委員会が

遅滞なく状況を共有し、いじめの問題に迅速に対応できる。

〇転学・進学・進級時のいじめに関する情報の引継ぎができるため、とりこぼしのない、いじめの対応が

できる。

三重県教育委員会事務局
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いじめ対応について
いじめ対応情報管理システム

三重県教育委員会事務局
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いじめ対応について
弁護士によるいじめ予防授業（動画）

〇弁護士が行ういじめ予防授業の
動画を活用し、子どもたちにいじ

   めを許さない態度・能力を身に 
   つけさせる。

〇具体的ないじめの事案を例示し、
事案検討をとおして、いじめへの
適切な対応について学ぶ。

取組目的

〇 ＳＴＯＰ！いじめポータルサイトの申込フォームより申し込む。
（動画教材申込フォーム）

https://www.stopijime.pref.mie.lg.jp/information/documents/movierequest/

動画の視聴方法

三重県教育委員会事務局
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いじめ対応について
「STOP!いじめ」ポータルサイト

〇いじめ防止のポータルサイト
を運用し、いじめに悩む子ど
ものための相談窓口等を紹

   介することで支援につなげる。

〇いじめ防止をテーマとする動
画や、学校およびいじめ防止

   応援サポーターの主体的ない
   じめ防止の取組を掲載し、
   社会全体にいじめ防止の啓発
を行う。

取組目的

〇スポーツ選手、タレントからのいじめ防止のメッセージを書いた色紙を提供してもらい、公開することで啓発を進めた。
〇サイト上で「いじめ防止動画コンテスト」を実施し、広く啓発するとともに、作成者側には「いじめ防止」について考える
機会とした。

〇研修動画、各種リーフレットを掲載し、教職員をはじめ広く県民に啓発している。 など

取組内容

三重県教育委員会事務局
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いじめ対応について
いじめ防止強化月間（４月・１１月）

〇 平成30年4月1日に「三重県いじめ防止条例」が
施行されました。条例では、いじめ防止に関する

    県民の理解を深め、社会総がかりでいじめの問題
     を克服するため、毎年4月と11月を「いじめ防止
     強化月間」としている。

三重県教育委員会事務局
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いじめ対応について
応援メッセージ

〇 発信力のある、芸能人や、
スポーツ選手など著名人

     に協力してもらい、いじ
     め防止をテーマに、いじ
     めを受けつらい思いをし
     ている人を勇気づける
     メッセージなどを、自身
     のサインや写真とともに
     掲載し、広く県民に啓発
     している。

三重県教育委員会事務局
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いじめ対応について
「STOP!いじめ」リレー動画

〇「三重県いじめ防
止条例」の基本理
念をふまえ、県民
全体でいじめの克
服に取り組むため
「いじめ防止」を
テーマとしたリレー
動画を募集して、掲
載し啓発をしてい
る。

三重県教育委員会事務局
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いじめ対応について
「STOP!いじめ」ポータルサイト

https://www.stopijime.pref.mie.lg.jp/

三重県教育委員会事務局
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いじめ対応について
三重県のいじめ対応の今後について

いじめ
問題

早期発見

未然防止

早期対応

普及・啓発

学校問題
ADR

いじめ
対策専門
チーム

三重県教育委員会事務局


